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一 

農
業
委
員
会
の
職
員
の
任
免
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第

八
十
八
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
権
限
事
項
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
権

限
事
項
で
な
い
と
解
す
る
が
、
い
か
ん
。 

二 

前
項
の
場
合
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
は
必
ず
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、

ど
う
か
。 

（
た
と
え
ば
、
農
業
委
員
会
の
職
員
の
定
数
は
定
数
条
例
で
八
名
で
あ
り
、
う
ち
一
名
が
病
気
の
た
め
退
職

し
た
の
で
、
こ
れ
が
補
充
の
た
め
採
用
し
、
か
つ
、
予
算
措
置
も
な
さ
れ
て
い
る
場
合
。
） 

ま
た
、
農
業
委
員
会
が
、
職
員
を
採
用
し
勤
務
さ
す
も
、
職
員
の
採
用
権
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
あ
る
と

し
て
、
こ
の
採
用
を
拒
み
、
か
つ
、
給
与
の
支
払
を
拒
ん
だ
場
合
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。 

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
こ
の
協
議
が
法
的
に
絶
体
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
協
議
は
、
い
わ
ゆ
る
政 

農
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委
員
会
の
職
員
の
任
免
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
当
該
委
員
会
又
は
委
員
の
規
則
、
そ
の
他
規
程
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

る
場
合
の
規
定
で
あ
つ
て
、
単
に
欠
員
中
の
職
員
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
の
適
用
は
不
当
と
解
す
る

が
、
見
解
い
か
ん
。 

も
ち
ろ
ん
、
職
員
採
用
に
あ
た
り
、
地
方
公
共
団
体
の
長
と
自
主
的
に
交
渉
あ
る
い
は
協
議
す
る
こ
と
を
否

定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

右
質
問
す
る
。 


